
 

 

第４次宇都宮市高齢者保健福祉計画・第３期介護保険事業計画（素案） 

に関するパブリックコメントについて 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

（１）意見募集期間     平成１８年２月１５日（水）～２月２８日（火） 

（２）意見の応募者     ２名 

（３）意 見 の 件 数     ５件 

（４）提出方法の内訳     電子メール，郵送 

提出方法 郵送 ＦＡＸ Ｅメール 持参 電話 計 

人数（名） １ － １ － － ２ 

 

２．意見・提言の概要と市の考え方 

№ 【意見・提言の概要】 【意見・提言に対する本市の対応】 

１ ▽事業の数値目標が設定され

ているものと設定されてい

ないものが混在している。 

▽事業の性質上，定量的な数値

目標が設定できない事業に

ついては，定性的な表現の目

標を検討すべきではないか。 

▽計画をより実効性のあるものとするため，計画書

の『Ｐ．２９～１０３ 「第４章 施策・事業の

推進」』において，定量的な数値目標が可能な事業

については，可能な限り数値目標を設定しており，

また，定量的な目標の設定が困難な事業について

は，計画書の事業の本文において「充実する」等

の定性的な表現で対応し，事業の推進に努める。 

２ ▽計画の目標値設定にあたり，

現行計画の目標との整合性

や目標設定の理由などを明

らかにすべき。 

▽それが説明責任を果たすこ

とになるのでは。 

▽次期計画の策定にあたっては，計画書の『Ｐ．１

１１～１２４ 「資料編」・「４ 第３次高齢者保

健福祉計画・第２期介護保険事業計画における施

策体系後との個別評価」』に記述のとおり，現行計

画の評価（事務事業の現状分析・主な課題の抽出

等）を踏まえ取り組んでおり，計画書の本文中に

は現行計画の目標値及び実績値を掲載しないが，

資料編（巻末）に事務事業単位で詳細に掲載して

いることから，これまでの目標や実績との継続性

を担保しながら事業の推進に努める。 

３ ▽計画の推進については，市だ

けでなく住民や関係機関な

どと協働すべきではないか。 

▽市民協働の取り組みについては，計画書の『Ｐ．

１０５ 「第５章 計画の推進に向けて」の「３

地域資源との連携」』に記述のとおり，市民協働に

よるまちづくりの気運の高まりを生かし，市民・

関係機関・市が適切な役割分担のもと，これまで

以上に連携を強化し，市民参加型の協働によるま

ちづくりを推進していく。 

４ ▽時間的な余裕が生まれ，元気

な５０～６０代のうちから

スポーツや料理教室などに

参加し，健康づくり，生きが

いづくりに努めることは，閉

じこもりの予防とともに介

護費用の増加抑制にもつな

がる。 

▽男性が参加できる内容の講

習会も含めて，参加機会を多

く設けていただきたい。 

▽高齢者の生きがいづくりについては，計画書の

『Ｐ．３５ 「第４章 施策・事業の推進」の「２

生きがいのある生活の実現」』に記述のとおり，生

涯にわたり交流の場を広げ，学習・文化・スポー

ツなどの社会活動に積極的に参加できるようにす

るため，身近な地域で気軽に参加できる活動の場

や機会の充実を図るなど，生きがいのある生活の

実現のための環境づくりを推進する。 



 

 

 

 

№ 【意見・提言の概要】 【意見・提言に対する本市の対応】 

▽特別養護老人ホームなどの施

設は，それぞれ設置目的は違

うと思うが，身体状況や個人

の嗜好に応じて，リハビリや

心のケアなどを実施して欲し

い。 

▽特別養護老人ホームでのケアは，これまでの集団

処遇型ケアから，近年は，自宅に近い居住環境で

入所者一人ひとりの意思と人格を尊重し，自立的

生活を支援するケアに転換されつつある。 

▽なお，本市では，『Ｐ．７７ 第４章・３・（１）・

４「１ サービス提供体制の充実」・「より質の高

いサービスを利用できる環境づくり」』に記述のと

おり，これまでも利用者や事業者自らによるサー

ビスの評価とその公表，施設入所者等の悩みや不

満の解消を図る介護相談員派遣事業など各種の事

業を通して，サービスの質の向上を図ってきた。 

▽今後は，地域密着型サービス創設に係る事業者指

定・指導権限など，保険者として市の権限が強化

されることから，県など関係機関と連携しながら，

介護サービスのより一層の向上を図っていく。 

５ 

▽また，ボランティアの方々に

よる昔の遊びや歌などを取り

入れることで生活に彩りを添

え，老後の生活を安らかに送

らせていただければありがた

いと思う。 

▽入所者の状態に関わらず，日々の生活の中に生き

がいを感じ，心豊かな毎日を送ることができるよ

うな施設サービスとなるよう，事業者に対する支

援・指導を行っていく。 
▽また，ボランティア活動については，計画書の『Ｐ．

９３～９４ 第４章・３・（３） 「③ボランティ

ア・ＮＰＯ活動の活動支援」』に記述のとおり，ボ

ランティア養成講座の充実やボランティアセンタ

ーの支援・充実を図っていく。 

 


